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岡山市監査委員報告第１６号 

令 和 ５ 年 ４ 月 ２８ 日 

 

岡山市長 大 森 雅 夫  様 

 

                                        岡山市監査委員 重 松 浩二郎 

                                         同              土 居 幸 徳 

                                         同              中 原 淑 子 

                                         同              吉 本 賢 二 

 

 

令和４年度行政監査の結果について（報告） 

 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67 号）第 199 条第 2 項の規定に基づく監査を実施した

ので，同条第 9項の規定により，その結果を下記のとおり報告します。 

 

記 

 
１ 監査を実施した監査委員 

  重松 浩二郎，土居 幸徳，中原 淑子，吉本 賢二 

 

２ 監査の概要 

（１）監査のテーマ 

   災害備蓄品の整備・管理について 

 

（２）監査の目的 

   平成 30 年 7 月豪雨は，本市においても甚大な被害をもたらした。また,政府の地

震調査委員会は，南海トラフ地震について 30 年以内の発生率を 70％～80％として

おり，その対策が急務となっている。 

このような状況のもと，本市では「岡山市地域防災計画」を策定し,当該計画に基

づいた各種の計画を作成したうえで，様々な災害対策を実施している。 

そのなかでも，災害備蓄品については，令和 4 年度までの 5 年間を計画期間とし

た「岡山市備蓄計画」（以下「備蓄計画」という。）に基づき，令和 2 年度に避難所指

定されている小中学校への分散配備を終えた。 

また，令和 3 年度には新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的として,感染症

対策用品の配備も完了している。 

そこで，これらの災害備蓄品の整備状況や管理状況を確認し，効率性，有効性の

観点から検証を行い，今後の防災対策に資することを目的とする。 
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（３）監査の対象 

   危機管理室，各区役所及び分散備蓄を実施している小中学校等 

 

（４）監査の実施場所及び期間 

   監査委員室 

   令和 4 年 9 月 1日から令和 5 年 3月 31 日まで 

 

（５）監査の着眼点及び実施内容 

 以下の「主な着眼点」に基づいて，対象部署に災害備蓄品の保有状況，管理状況及

び処分状況等に関する調査票の作成と関係資料の提出を求め，岡山市監査基準に準

拠して確認及び質問等の手法により監査を実施した。また，必要に応じて関係職員

からの事情聴取及び抽出した災害備蓄品保管場所の現地調査を行った。 

 

＜主な着眼点＞ 

① 災害備蓄品の保有状況について 

・保有数量の確保，取得の手続きは適正に行われているか。 

② 災害備蓄品の管理状況について 

・機能，品質は適正に確保されているか。 

・適正な場所に配備されているか。 

・台帳等の整備は適正に行われているか。 

③ 災害備蓄品の処分状況について 

・保存期限間近あるいは期限切れの飲料水，食料等について，有効な活用や処分が

行われているか。 
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３ 監査の結果 

（１）災害備蓄品の保有状況 

① 当初の備蓄計画における災害備蓄品保有状況 

   令和 4 年度末の災害備蓄品保有状況は次の表のとおりである。 

 

                             令和５年３月３１日現在 

備 蓄 品 目 単位 
目標数量

（A） 

H29.6.1 

保有数量 

令和 4年度

保有数量

（B） 

目標との差

(B)−(A) 

充足率

(B)/(A) 

食

料

及

び

水 

ク ラ ッ カ ー 食 318,600 88,175 181,125 △ 137,475 56.9% 

ラ イ ス ク ッ キ ー 食 35,400 1,682 25,248 △ 10,152 71.3% 

ア ル フ ァ 化 米 食 708,000 199,102 304,500 △ 403,500 43.0% 

アルファ化米(おかゆ） 食 181,000 11,957 67,400 △ 113,600 37.2% 

粉 ミ ル ク kg 480.0 429.0 946.4 466.4 197.2% 

水（500ml ペットボトル） 本 840,000 107,520 324,372 △ 515,628 38.6% 

生

活

必

需

品 

哺 乳 び ん 本 3,000 3,300 3,000 0 100% 

紙おむつ（子供用） 枚 97,500 163,216 196,535 99,035 201.6% 

紙おむつ（大人用） 枚 37,400 37,000 48,077 10,677 128.5% 

生 理 用 品 枚 80,200 201,520 185,456 105,256 231.2% 

毛 布 枚 139,200 91,200 132,387 △ 6,813 95.1% 

ボ ッ ク ス ト イ レ 基 1,300 1,160 1,595 295 122.7% 

ボックストイレ用簡易テント 基 1,300 880 1,030 △ 270 79.2% 

排 便 収 納 袋 枚 1,648,000 182,975 621,299 △ 1,026,701 37.7% 

トイレットペーパー 個 27,500 29,764 29,243 1,743 106.3% 

資

機

材

等 

マ ス ク 枚 500,000 106,050 988,630 488,630 197.7% 

懐 中 電 灯 本 252 328 396 144 157.1% 

カ セ ッ ト コ ン ロ 台 252 254 257 5 102.0% 

コンロ用カセットガス 本 1,512 1,518 1,992 480 131.7% 

簡 易 ベ ッ ド 台 5,000 517 5,123 123 102.5% 

簡 易 間 仕 切 り セット 5,000 223 4,921 △ 79 98.4% 

車 イ ス 台 126 90 127 1 100.8% 

ブ ル ー シ ー ト 枚 630 830 981 351 155.7% 

投 光 器 台 126 99 160 34 127.0% 

発電機カセットガス型 台 170 122 196 26 115.3% 

発電機用カセットガス 本 4,104 2,604 6,771 2,667 165.0% 

※網掛け部分は平成30年7月豪雨などの被害により令和2年度に目標数量を見直したもの 
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災害備蓄品として保有している 26 品目のうち，17 品目は目標数量に達している

が，9 品目が達していない。 

目標数量に達していない主なものは，食料及び水（粉ミルクを除く）や，生活必需

品の毛布，排便収納袋であった。 

また，本市へ寄付があったマスクや紙おむつなどは目標数量を大きく上回ってい

る。 

    

 ② 備蓄計画の修正により追加となった備蓄品目の保有状況 

備蓄計画では，新たな地震被害想定調査結果や課題が生じた場合には，その都度

検討を加え，修正を行うこととされており，令和 2 年 9 月から，新型コロナウイル

ス感染症に対する避難所対策として，消毒液，非接触型体温計などの感染防止用品

及び体調不良者のための専用スペースの確保に必要な間仕切りテントを新たに配備

することとし，令和 3年度までに取得を完了している。 

また，同時期に避難所生活の環境改善のためのテレビやスポットクーラーなどの

資機材や，被災時の断水に対応するための液体ミルク，マンホールトイレも備蓄品

目として取得している。 

   なお，令和 3 年 6 月に策定された「岡山市第六次総合計画 後期中期計画」にお

いても「政策 24 地域防災力の強化と消防救急体制の充実（地域防災）」の「施策 1    

地域防災力の強化」のなかで，避難所内の感染症対策として，消毒液，非接触型体

温計などの配備を進めることが掲げられている。 

備蓄計画の修正により追加となった備蓄品目の保有状況は次の表のとおりである。 

         

 令和５年３月３１日現在 

備 蓄 品 目 単位 
目標数量

（A） 

令和4年度 

保有数量

（B） 

目標と

の差 

(B)−(A) 

充足率 

(B)/(A) 

食料及び水 液 体 ミ ル ク (240 ml ) 本 720 1,080 360 150.0% 

生 活 

必需品 

マ ン ホ ー ル ト イ レ 基 110 65 △45 59.1% 

マンホールトイレ用テント 基 88 65 △23 73.9% 

マンホールトイレポンプ 基 110 13 △97 11.8% 

資 機 

材 等 

消 毒 用 ア ル コ ー ル ℓ 5,000 5,718 718 114.4% 

非 接 触 型 体 温 計 個 400 462 62 115.5% 

間 仕 切 り テ ン ト 張 840 840 0 100% 

ス ポ ッ ト ク ー ラ ー 台 300 485 185 161.7% 

テ レ ビ 台 170 133 △ 37 78.2% 

けん引式車いす補助装置 セット 126 22 △ 104 17.5% 

※けん引式車いす補助装置は寄付受入による取得 
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備蓄計画の修正により，追加された災害備蓄品 10 品目のうち，目標数量に達して

いるものは，消毒用アルコールや非接触型体温計など 5 品目であり，マンホールト

イレなど 5 品目が達していない。 

このうち，マンホールトイレについては，下水道河川局が，避難所である小中学

校内に計画的に整備している専用のマンホールに設置するものであり，マンホール

が設置される都度，マンホールトイレ，付随する専用テント及びポンプを購入して

いる。 

 

 ③ 令和 4 年度の災害備蓄品の取得手続き 

令和 4 年度の災害備蓄品の購入契約件数は，｢一般競争入札｣8 件，「随意契約（2 者

以上見積合せ）」4 件，「随意契約（単独）」4件の合計 16 件であった。 

「随意契約（単独）」で取得した災害備蓄品は懐中電灯と液体ミルクで，いずれも

10 万円未満の物品購入であった。 

なお，これら 16件の購入手続きは，適正に行われていた。 

また，令和 4 年度には寄付による取得として，マスク 5,000 枚を民間企業 1 者か

ら受け入れており，その手続きは，適正に行われていた。 
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（２）災害備蓄品の管理状況 

 ① 調査票と現地確認による調査 

災害備蓄品の機能・品質が確保されていることや，迅速に搬入・搬出できること

は非常に重要である。したがって，そうした観点での管理状況の確認を目的として，

調査票による調査と現地調査を行った。 

調査票による調査については，保管場所である各区役所総務・地域振興課や支所・

地域センターと災害備蓄品の管理を統括している危機管理室など 19 の所属に対し

て調査を行い，災害備蓄品の管理状況について，災害備蓄品の機能・品質は確保さ

れているか，施錠等の防犯対策及び病害虫・ネズミ等の衛生対策が適切に行われて

いるかなどを確認した。 

現地調査については，岡山ドームや旧岡山市民病院別館などの集中備蓄場所と，

区役所，支所・地域センターや避難所である小中学校などの分散備蓄場所の中から

ハザードマップ上，浸水・洪水・高潮等の被害が想定される地域，または実際に被害

があった地域から 20 カ所を抽出して行った。 

現地調査を行った災害備蓄品の保管場所は次の表のとおりである。 

 

№ 名称 形式 所在地 保管場所 

1 岡山ドーム 集中 北区北長瀬表町 1-1-1 屋内 

2 旧岡山市民病院別館 集中 北区天瀬 6-10 屋内 3F・5F 

3 百花プラザ 集中 東区西大寺南 1-2-3 屋内 1F 

4 北区役所 分散 北区大供 1-1-1 本庁舎 B1F・立体駐車場横倉庫 

5 中区役所 分散 中区浜 3-7-15 庁舎 4F 

6 東区役所 分散 東区西大寺南 1-2-4 庁舎 4F 

7 南区役所 分散 南区浦安南町 495-5 庁舎 4F 

8 石井小学校 分散 北区寿町 2-8 校舎 4F 

9 鹿田小学校 分散 北区大供表町 16-50 校舎 3F 

10 津島小学校 分散 北区津島本町 19-1 屋外倉庫・体育館 

11 旭操小学校 分散 中区倉富 160 校舎 3F 

12 平島小学校 分散 東区東平島 1293 体育館 

13 芳田小学校 分散 南区泉田 408 校舎屋上 

14 小串小学校 分散 南区小串 3379 隣接する休園中の幼稚園舎１F 

15 南輝小学校 分散 南区南輝 3-6-9 校舎 4F 

16 芳明小学校 分散 南区万倍 1 校舎 4F 

17 岡輝中学校 分散 北区岡町 12-17 屋外倉庫 

18 上道中学校 分散 東区南古都 714 屋外倉庫 

19 福南中学校 分散 南区築港ひかり町 10-35 屋外倉庫・校舎 1F 

20 芳田中学校 分散 南区当新田 468-1 屋外倉庫 
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 ② 調査の結果 

調査票の回答では，区役所や支所・地域センターの保管場所は，建物内の倉庫，ま

たは屋外の倉庫であり，防犯対策や衛生対策等は適切に行われ，災害備蓄品の機能，

品質が保持されていることを確認した。 

現地調査した保管場所では，保管されている災害備蓄品がスムーズに搬出できる

よう，通路を確保し，整理整頓が行き届いており,入口付近に災害備蓄品が山積みさ

れるようなことがないなど，適切に配置されていることを確認した。 

危機管理室が設置した屋外倉庫については，定められた災害備蓄品の配置図のと

おり保管されていた。 

災害備蓄品の保管形態は，以下の５種類である。 

 

屋内倉庫（岡山ドーム）         屋外倉庫（岡輝中学校）

       

                    体育館の空きスペースを使用 

空き教室を使用（旭操小学校）      （津島小学校） 

      
 

隣接する施設を使用（小串小学校） 
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集中備蓄倉庫，各区役所及び避難所の災害備蓄品の保管状況は以下のとおりである。 

 

集中備蓄倉庫の保管状況 

 岡山ドーム 倉庫内            旧市民病院 ３階フロア 

      

 百花プラザ １階倉庫内 

 

 

各区役所の保管状況 

北区役所 公用車立体駐車場横倉庫内    中区役所 ４階倉庫内 

     

東区役所 ４階倉庫内           南区役所 ４階倉庫内 
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避難所の保管状況 

 

津島小学校 体育館東側屋外倉庫 

     

 

平島小学校 体育館倉庫内         南輝小学校 ４階空き教室 

     

  

③ 台帳整備の状況 

災害備蓄品の取得と処分は危機管理室が一括して行っており，災害備蓄品の台帳

は危機管理室が作成し,管理している。台帳には各保管場所の保管数量が記載されて

おり，取得・使用・処分を行うたびに更新している。 

台帳と保管数量の照合は，避難所においては指定職員が，それ以外の場所につい

ては危機管理室の職員が，毎年度行っている。 

   現地確認した 20カ所の保管場所では，台帳上の数量と保管数量は一致した。 
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（３）災害備蓄品の活用状況 

   災害備蓄品のうち食料及び水については賞味期限があり，賞味期限内に利活用さ

れることが求められる。 

賞味期限は，粉ミルク，液体ミルクは 1.5 年，その他の食料及び水は 5年であり，

賞味期限が１年以内に迫ったものの活用は危機管理室が調整している。 

活用方法のひとつは，毎年度実施している総合防災訓練や地域の自主防災組織の

避難訓練，イベント，学校での防災教育などに利用するものである。（実績は表中の

「利用」を参照）  

もうひとつは，認定 NPO 法人等に無償で提供しているものである。（実績は表中の

「提供」を参照） 

食料及び水の年度別活用状況は次の表のとおりである。 

 

食料及び水の活用状況 

品  目 

賞

味

期

限 

単 

位 

令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 

利用 提供 廃棄 利用 提供 廃棄 利用 提供 廃棄 

クラッカー 

（ライスクッ

キー含む） 

5

年 
食 23,736 0 0 4,867 0 0 11,274 5,588 0 

アルファ化米 
5

年 
食 26,138 0 0 16,949 7,758 0 17,494 29,649 0 

アルファ化米

（おかゆ） 

5

年 
食 1,503 0 0 617 2,500 0 620 0 0 

粉ミルク 
1.5

年 
ｋｇ 53.7 2.0 0 51.7 9.8 0 0 0 0 

液体ミルク 

240ml 

1.5

年 
本 58 0 0 0 0 0 480 0 0 

水（500ml ペッ

トボトル） 

5

年 
本 13,298 0 0 10,868 2,108 0 10,434 7,828 0 

 

食料及び水は，全量について利用または提供により有効に活用されており，廃棄は行

われていなかった。 
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４ まとめ 

 今回の監査で災害備蓄品の取得，管理及び活用状況等の確認，検証を実施した結果，

災害備蓄品の取得，管理及び活用は，おおむね適正に行われていると認められた。 

 ただし，一部に以下のような事例が認められた。 

 

・災害備蓄品の取得状況について 

   平成 30年 7 月豪雨，令和元年台風第 15号・19 号，令和 2年 7月豪雨など，近年

の激甚化する災害により，広範囲における家屋の倒壊，浸水，交通網の遮断などが

想定されることから，令和 2 年 9 月に備蓄計画を修正し，備蓄品目及び目標数量を

見直している。しかしながら，現状では，一部に目標数量に達していない品目があ

るため，目標数量の早期の充足に努められたい。 

 

・災害備蓄品の活用状況について 

   食料及び水は賞味期限到来前に全量が有効に活用されていた。 

ただし，認定 NPO 法人等への食料及び水の無償提供は，「物品の譲与」に該当する

ため，所属の出納員は会計管理者に報告しなければならない（岡山市会計規則第 150

条）とされているが，危機管理室において，その報告が行われていなかったため，速

やかに実施されたい。 

 

（総括）  

本市では，南海トラフ巨大地震の発生が懸念される中，平成 23年 3 月に発生した

東日本大震災や平成 28年熊本地震などの課題・教訓を踏まえ，備蓄品目，備蓄数量，

備蓄場所の拡充が進められてきた。また，平成 30 年 7 月豪雨などの近年，激甚化す

る災害や新型コロナウイルス感染症への対応を図ることを目的として，令和 2 年 9

月に備蓄計画の修正が行われている。 

今後も災害備蓄品の取得・管理については，状況の変化に応じて適時，適切な見

直しを行い最適化に努められたい。 

災害への対応は，自助・共助・公助という考えのもと，市民，事業者，行政等が全

市的に取り組むことが重要である。本市においてもその考えを基本として，地域防

災計画を始め様々な方策が講じられており，そのひとつが備蓄計画である。 

災害備蓄品は災害時の市民生活を維持するうえで，非常に重要なものであり,災害

備蓄品の取得や管理が，今後とも引き続き適時，適切に行われるよう努められたい。 
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◯参考法令 

 災害対策基本法（抜粋） 

（目的） 

第一条 この法律は，国土並びに国民の生命，身体及び財産を災害から保護するため，

防災に関し，基本理念を定め，国，地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必

要な体制を確立し，責任の所在を明確にするとともに，防災計画の作成，災害予防，

災害応急対策，災害復旧及び防災に関する財政金融措置その他必要な災害対策の基

本を定めることにより，総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り，もつ

て社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。 

（市町村の責務） 

第五条 市町村は，基本理念にのっとり，基礎的な地方公共団体として，当該市町村

の地域並びに当該市町村の住民の生命，身体及び財産を災害から保護するため，関

係機関及び他の地方公共団体の協力を得て，当該市町村の地域に係る防災に関する

計画を作成し，及び法令に基づきこれを実施する責務を有する。 

（市町村地域防災計画） 

第四十二条 市町村防災会議は，防災基本計画に基づき，当該市町村の地域に係る市

町村地域防災計画を作成し，及び毎年市町村地域防災計画に検討を加え，必要があ

ると認めるときは，これを修正しなければならない。 

2  市町村地域防災計画は，おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。 

二 当該市町村の地域に係る防災施設の新設又は改良，防災のための調査研究，教育

及び訓練その他の災害予防，情報の収集及び伝達，災害に関する予報又は警報の発

令及び伝達，避難，消火，水防，救難，救助，衛生その他の災害応急対策並びに災害

復旧に関する事項別の計画 

三 当該市町村の地域に係る災害に関する前号に掲げる措置に要する労務，施設，設

備，物資，資金等の整備，備蓄，調達，配分，輸送，通信等に関する計画 

 

 岡山市財産条例（抜粋） 

 （物品の譲与又は減額譲渡） 

 第 10 条 物品は，次の各号の一に該当するときは，これを譲与し，又は時価よりも低

い価額で譲渡することができる。 

  (1) 公益上の必要に基づき，公共団体等又は私人に物品を譲渡するとき 

  

 岡山市会計規則（抜粋） 

 (物品の譲与又は減額譲渡) 

第 150 条 課長は，条例第 10 条の規定により物品を譲与し，又は時価よりも低い価額

で譲渡しようとするときは，次に掲げる事項について事務決裁規程等に基づき決裁

を受けなければならない。 
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2 前項の規定により，物品を譲与し，又は時価よりも低い価額で譲渡したときは，

出納員は会計管理者に，分任出納員は所属の出納員を経て，会計管理者に報告しな

ければならない。 

 


